
川崎市家庭児童相談室設置要綱 

(目的) 

第１条 この要綱は、家庭児童相談室設置運営要綱（「家庭児童相談室の設置

運営について」昭和３９年４月２２日付厚生省発児第９２号厚生事務次官通

知）に基づき、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置するにあた

り、必要な事項を定めるものとする。 

(設置及び機構) 

第２条 相談室は、各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所

支所）に設置するものとする。 

２ 各相談室の運営指導は、相談室が設置されている地域みまもり支援センタ

ー（福祉事務所・保健所支所）所長が行う。 

 (業務) 

第３条 相談室は、家庭児童相談室設置運営要綱に定める業務を行うものとす

る。 

 

附則(平成２年４月２１日２川民児第２２号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱施行の際、現に相談員として任用されている者は、この要綱に基

づき任用されているものとみなす。 

(廃止) 

３ 川崎市家庭児童相談室設置要綱(昭和４７年７月１日)及び川崎市家庭児童

相談員服務要領(昭和 57 年 7 月 1 日)は廃止する。 

附則(平成３年４月１日２川民児第６２４号) 



(施行期日) 

１ この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附則(平成５年４月１日５川民児第１１号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱施行の際、現に相談員として任用されている者は、この要綱に基

づき任用されているものとみなす。ただし、第１４条については、従前の要

綱を適用するものとする。 

３ 要綱第 9 条第 1 項の規定にかかわらず、川崎市職員の定年等に関する条例

(昭和５９年川崎市条例第３８号)の適用を受ける職員で、平成４年度以降定年

に達したことにより退職した者又は勧奨を受けて退職した者にあっては、当分

の間任用期間を２回に限り更新することができる。 

附則(平成６年４月１日５川民児第７２９号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附則(平成７年１０月１日７川民児第３３５号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成７年１０月１日から施行する。 

附則(平成９年４月１日９川健児第１２６号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

１ この要綱の施行の日(以下「施行の日」という。)前から施行日以後にわた

る期間を任用期間とする非常勤嘱託職員の当該任用期間が満了するまでの間



の年次有給休暇については、改正後の別表 1 の規定にかかわらず、なお、従

前の例による。 

附則(平成１１年４月１日１１川健児第２２号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１１年４月１目から施行する。 

附則(平成１３年４月１日１３川健児第４７号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附則(平成１５年３月１８日１４川健児第９３６号) 

(施行期日) 

1  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則(平成１７年４月１日１７川健こ家第４６４号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附則(平成１９年３月２６日１８川健こ家第２０２５号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附則(平成２０年３月１０日１９川健こ家第１７１８号) 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則(平成２４年３月３０日２３川市こ福第１１４５号) 

(施行期日) 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則(平成２５年３月２９日２４川市こ福第１３５８号) 

(施行期日) 



この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

(施行期日) 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行し、令和７年１月１日から適用す

る。 

 


